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軌
道
運
賃
料
金
割
引
等
規
則
の
一
部
改
正
す
る
省
令
案
参
照
条
文

○
軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号
）
（
抄
）

第
十
一
条

軌
道
経
営
者
ハ
旅
客
及
荷
物
ノ
運
賃
其
ノ
他
運
輸
ニ
関
ス
ル
料
金
（
国
土
交
通
省
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
料
金
ヲ
除
ク
）
並
運
転
速
度
及
度
数
ヲ
定
メ
国
土
交
通
大

臣
ノ
認
可
ヲ
受
ク
ヘ
シ

２

前
項
ノ
国
土
交
通
省
令
ヲ
以
テ
定
ム
ル
料
金
ヲ
定
メ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
国
土
交
通
大
臣
ニ
届
出
ヅ
ベ
シ

３

国
土
交
通
大
臣
ハ
公
益
上
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
運
賃
、
料
金
、
運
転
速
度
、
度
数
又
ハ
発
著
時
刻
ノ
変
更
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

○
軌
道
法
施
行
規
則
（
大
正
十
二
年
内
務
・
鉄
道
省
令
）
（
抄
）

第
二
十
三
条
ノ
二

軌
道
法
第
十
一
条
第
一
項
ノ
規
定
ニ
依
ル
旅
客
及
荷
物
ノ
運
賃
其
ノ
他
運
輸
ニ
関
ス
ル
料
金
ノ
中
左
ニ
掲
グ
ル
モ
ノ
ノ
認
可
並
同
条
第
二
項
ノ
規
定
ニ

依
ル
届
出
ノ
受
理
ハ
所
管
地
方
運
輸
局
長
ニ
委
任
ス

一

年
間
ノ
旅
客
運
賃
及
旅
客
運
輸
ニ
関
ス
ル
料
金
ノ
収
入
額
又
ハ
収
入
予
想
額
（
鉄
道
事
業
ヲ
兼
営
ス
ル
軌
道
経
営
者
ニ
在
リ
テ
ハ
鉄
道
事
業
ニ
依
ル
年
間
ノ
旅
客
運

賃
及
旅
客
運
輸
ニ
関
ス
ル
料
金
ノ
収
入
額
又
ハ
収
入
予
想
額
ヲ
加
算
シ
タ
ル
金
額
）
三
十
億
円
ヲ
基
準
ト
シ
テ
国
土
交
通
大
臣
ガ
告
示
デ
定
ム
ル
事
業
者
ノ
旅
客
運
賃

及
旅
客
運
輸
ニ
関
ス
ル
料
金

二

前
号
ニ
掲
グ
ル
モ
ノ
ノ
外
、
普
通
旅
客
運
賃
、
定
期
旅
客
運
賃
其
ノ
他
ノ
旅
客
ニ
係
ル
基
本
的
運
賃
（
軽
微
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
）
ニ
係
ル
モ
ノ
以
外
ノ
モ
ノ

三

荷
物
運
賃
及
荷
物
運
輸
ニ
関
ス
ル
料
金

２
・
３

（
略
）

○
軌
道
運
賃
料
金
割
引
等
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
号
）
（
抄
）

（
運
賃
及
び
料
金
の
割
引
又
は
割
増
し
）

第
二
条

軌
道
経
営
者
は
、
軌
道
法
第
十
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
運
賃
又
は
料
金
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
割
引
又
は
割
増
し
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
は
、
当
該
軌
道
経
営
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
地
方
運
輸
局
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
に
掲
げ
る
証
票
そ
の
他
の
物
（
以
下
「
証
票
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
割
引
で
あ
つ
て
、
割
引
率
が
二
割
以
内
の
も
の

イ

回
数
乗
車
券

ロ

運
賃
及
び
料
金
の
支
払
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
電
磁
的
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
て
い
る
金
額
（
金
額
を
度
そ
の
他
の
単
位
に
よ
り
換
算

し
て
表
示
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
当
該
単
位
数
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
応
ず
る
対
価
を
得
て
発
行
す
る
証
票
等
（
当
該
方
法
に
よ
り
証
票
等
に
記
録

さ
れ
る
金
額
に
応
ず
る
対
価
を
得
て
当
該
金
額
の
記
録
の
加
算
が
行
わ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
で
あ
つ
て
未
使
用
残
高
が
当
該
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
る
も
の

ハ

運
賃
及
び
料
金
の
支
払
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
金
額
に
応
ず
る
対
価
を
得
て
発
行
す
る
証
票
等
で
あ
つ
て
未
使
用
残

高
が
記
載
さ
れ
る
も
の

二

危
険
品
割
増
し
、
貴
重
品
割
増
し
、
特
殊
な
貨
車
又
は
コ
ン
テ
ナ
を
使
用
し
て
行
う
荷
物
の
運
送
に
係
る
割
増
し
そ
の
他
の
特
殊
な
取
扱
い
又
は
設
備
を
必
要
と
す

る
運
送
に
係
る
割
増
し
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三

軽
量
品
割
引
、
荷
主
か
ら
貨
車
又
は
コ
ン
テ
ナ
の
提
供
を
受
け
て
行
う
荷
物
の
運
送
に
係
る
割
引
そ
の
他
の
通
常
の
取
扱
い
又
は
設
備
を
必
要
と
し
な
い
運
送
に
係

る
割
引

四

第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
軌
道
事
業
に
係
る
総
収
入
を
減
少
さ
せ
な
い
と
見
込
ま
れ
る
範
囲
内
で
、
適
用
す
る
期
間
又
は
区
間
そ
の
他
の

条
件
を
定
め
て
行
う
割
引
で
あ
つ
て
、
割
引
率
が
五
割
以
内
の
も
の

（
届
出
書
）

第
三
条

前
条
第
一
号
の
割
引
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
回
数
乗
車
券
（
証
票
等
）
割
引
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二

割
引
を
行
お
う
と
す
る
運
賃
又
は
料
金
の
種
類

三

割
引
の
方
法

四

割
引
率

２

前
条
第
二
号
の
割
増
し
又
は
前
条
第
三
号
の
割
引
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
運
賃
割
増
（
割
引
）
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二

割
増
し
又
は
割
引
を
行
お
う
と
す
る
運
賃
の
種
類

三

割
増
し
又
は
割
引
を
適
用
す
る
範
囲

四

割
増
率
又
は
割
引
率

五

割
増
し
又
は
割
引
を
必
要
と
す
る
理
由

３

前
条
第
四
号
の
割
引
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
運
賃
料
金
割
引
届
出
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二

割
引
を
行
お
う
と
す
る
運
賃
又
は
料
金
の
種
類

三

割
引
率

四

割
引
を
適
用
す
る
期
間
又
は
区
間
そ
の
他
の
条
件

五

割
引
を
必
要
と
す
る
理
由
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○
鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二
号
）
（
抄
）

（
旅
客
の
運
賃
及
び
料
金
）

第
十
六
条

鉄
道
運
送
事
業
者
は
、
旅
客
の
運
賃
及
び
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
旅
客
の
料
金
（
以
下
「
旅
客
運
賃
等
」
と
い
う
。
）
の
上
限
を
定
め
、
国
土
交
通
大
臣
の

認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

（
略
）

３

鉄
道
運
送
事
業
者
は
、
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
旅
客
運
賃
等
の
上
限
の
範
囲
内
で
旅
客
運
賃
等
を
定
め
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

４

（
略
）

５

国
土
交
通
大
臣
は
、
第
三
項
の
旅
客
運
賃
等
又
は
前
項
の
旅
客
の
料
金
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
鉄
道
運
送
事
業
者
に
対
し
、

期
限
を
定
め
て
そ
の
旅
客
運
賃
等
又
は
旅
客
の
料
金
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

特
定
の
旅
客
に
対
し
不
当
な
差
別
的
取
扱
い
を
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
。

二

他
の
鉄
道
運
送
事
業
者
と
の
間
に
不
当
な
競
争
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
で
あ
る
と
き
。
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